
 

入 札 公 告 

 

 

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 

 

 

令 和  ８ 年  ４ 月  ２ 日  

 

 

                        国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                                水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 長  廣 瀨  太 郎  

 

 

１ ． 調 達 内 容 

 

（ １ ） 調 達 件 名 及 び 数 量    船 舶 位 置 情 報 提 供 業 務   一 式  

 

（ ２ ） 調 達 仕 様    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ３ ） 履 行 期 間    自 ） 契 約 締 結 日  

                至 ） 令 和  ９ 年  ３ 月 ３ １ 日  

 

（ ４ ） 履 行 場 所    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ５ ） 入 札 方 法     落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該  

金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該  

金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り  

捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消  

費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者  

で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の  

１ ０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

 

２ ． 競 争 参 加 資 格 

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １ ３

水 研 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の ｢ 役 務 の 提 供 等 ｣ の 業 種 「 情 報 処 理 」 又 は ｢ そ の 他 ｣ で 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、 「 Ｃ 」 又 は

「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る こ と 。  

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及  

び 役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停 止  

措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条  

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

 

（ ５ ） 本 業 務 を 履 行 し う る 知 識 ・ 技 術 を 有 す る こ と を 証 明 し た 者 で あ る こ と 。  

 

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法      競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説

明 書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

① 直 接 交 付  

神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － １ ２ － ４  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

水 産 資 源 研 究 所  管 理 部 門 管 理 課  

電  話  ０ ４ ５ － ７ ８ ８ － ７ ６ ２ ７  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ４ ５ － ７ ８ ８ － ５ ０ ０ １  

② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 船 舶 位 置 情 報 提 供 業 務 入 札 説 明 書 宅 配

便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 住 所 、 電

話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ

と 。  

③ メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 船 舶 位 置 情 報 提 供 業 務 入 札 説 明 書 メ ー

ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア

ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ

送 信 す る こ と 。  

 

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等    仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、  令 和  ８ 年  

４ 月  ９ 日 ま で に 上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入

札 説 明 書 に 記 載 ） 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。
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当 日 ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者

全 員 に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公

表 す る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。  

                  な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付

け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

                  た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の

個 人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等

を 侵 害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所

を 伏 せ 又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る

こ と が あ る 。  

 

 

５ ． 証 明 に 関 す る 事 項         競 争 参 加 者 は 、 上 記 ２ ． ( ５ ) を 証 明 す る 証 明 書 等 を 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 証 明 書 等    入 札 説 明 書 に よ る 。  

（ ２ ） 提 出 場 所    ３ ． ① に 同 じ 。  

（ ３ ） 提 出 期 限    令 和  ８ 年  ４ 月 １ ６ 日  １ ７ 時  

 

 

６ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等  

 

（ １ ） 入 札 の 日 時 及 び 場 所           令 和  ８ 年  ４ 月 ２ １ 日  １ ４ 時 ０ ０ 分  

神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － １ ２ － ４  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                 横 浜 庁 舎  第 １ 会 議 室  

 

（ ２ ） 郵 便 に よ る 入 札 書 の           令 和  ８ 年  ４ 月 ２ １ 日  １ ２ 時 ０ ０ 分  

           受 領 期 限 及 び 提 出 場 所        ３ ． ① に 同 じ 。  

 

 

７ ． そ  の  他  

 

（ １ ） 契 約 手 続 き に お い て  

使 用 す る 言 語 及 び 通 貨        日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

 

（ ２ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金   免  除 。  

 

（ ３ ） 入 札 の 無 効      本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札  

書 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

 

（ ４ ） 契 約 書 作 成 の 要 否       要 。  

 

（ ５ ） 落 札 者 の 決 定 方 法         予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札

を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

 

（ ６ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知  

書 写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 

（ ７ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

 

８ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  

 

（ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先  

次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先  

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長

相 当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等
※ 注 １  

と し

て 再 就 職 し て い る こ と  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る こ

と
※ 注 ２

 

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開

発 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。  

※ 注 １   「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す

る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力

を 与 え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。  

※ 注 ２   総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲

げ ら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引

の 実 績 に よ る 。  

 

（ ２ ） 公 表 す る 情 報  

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契

約 締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。  

①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び

当 機 構 に お け る 最 終 職 名  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず
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れ か に 該 当 す る 旨  

３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上  

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨  

 

（ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報  

①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当

機 構 に お け る 最 終 職 名 等 ）  

②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

 

（ ４ ） 公 表 日  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て

は 原 則 と し て ９ ３ 日 以 内 ）  

 

（ ５ ） そ の 他  

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

が 行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も

に 、 所 要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は

契 約 の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ

き ま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。  

 

 

９ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て  

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン

（ 実 施 基 準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等

に お け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p s : / / w w w .

f r a . g o . j p / h o m e / k e i y a k u / f i l e s / p l e d g e _ r e q u e s t n o t e _ c o n t r a c t 2 . p d f ） を ご 理 解 い た だ き 、 一

定 金 額 以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い

ま す 。  

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ

い て 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約

書 ） は 、 入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い

し ま す 。  

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出

し て い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  



業 務 仕 様 書 

 

 

１．件  名  船舶位置情報提供業務 

 

２．業務目的  本業務は、水産庁委託事業「水産資源調査・評価推進委託事業」おける外

国漁船等による操業努力量の把握および人工衛星夜間光データ利用技術

開発のための検証作業用の現場データを取得することを目的とする。具

体的には、北西太平洋、日本海、および東シナ海において操業する船舶自

動識別装置（AIS）データを発信する外国漁船の情報を常時収集し、その

動向を把握する。得られた情報は、人工衛星夜間光データから抽出される

漁船の判別手法を検討等に利用する。 

 

３．履行場所  神奈川県横浜市金沢区福浦 2-12-4 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

水産資源研究所 横浜庁舎 

（インターネット経由でのサービス提供） 

 

４．履行期間  自）契約締結日 

至）令和 9 年 ３月３１日 

 

５．業務内容  水産資源研究所（横浜）の PC からのインターネット経由でのサービス利

用環境を実現し、サービス内容については下記の仕様１）～１８）を満た

すこと。 

 

１）ウエブ GIS プラットフォームとアプリケーションによるサービスとし、イン

ターネット経由で 1 つのアカウントでの利用を履行期間中に提供すること。 

 

２）上記１）が利用できる様、アカウント（ID、パスワード）を支給すること。 

 

３）沿岸から沖合までの広域において陸上設置および人工衛星搭載のアンテナの

両方で取得される AIS による全船舶についての静的情報（船名、船種、IMO

番号、MMSI 番号、全長、全幅）および動的情報（受信日時、緯度、経度、対

地進路、船首方位、対地速力）を、地図上に表示されている船舶をマウスでク

リックする等などの操作により陸上受信および衛星受信による AIS 情報を参



照できること。また、船名、MMSI 番号、IMO 番号のいずれかが把握されて

いる船舶についての情報検索が可能であること。但し、船舶からの AIS 情報

の一部または全部を受信できていない場合はこの限りではない。 

※東シナ海および日本海においては沿岸船舶が多いために衛星受信データの

利用が困難であるため、必ずしも衛星受信による全データの参照は必要とし

ない。 

 

４）AIS による全船舶の位置情報の更新については、陸上および人工衛星搭載のア

ンテナで受信後、データの伝送処理等に必要な最小の時間を除き、遅滞なく地

図上での閲覧が可能なこと。 

 

５）任意で船舶を 500 隻以上登録でき、最新の航海情報を CSV ファイルとして無

償でエクスポートできること。航海情報の出力項目は次の表の項目を満たす

ものとする。 

（表）航海情報の出力項目 

受信日時、船名、MMSI 番号、IMO 番号、船種、全長、全幅、緯度、経度、

対地進路、船首方位、対地速力 

 

６）地図上への船舶の表示については、５）の登録船舶についてのみ表示するなど、

フィルター機能が使用できること。 

 

７）任意で選択もしくは検索した船舶については、地図上で直近 2 年間以上のう

ち連続する 3 か月以上の航海情報が表示できること。航海情報の表示項目は

５）の航海情報の出力項目を満たすこと。 

 

８）任意で選択もしくは検索した船舶の過去の航海情報は 1 ヶ月 550 回以上、直

近 2 年間のうち連続する 3 か月以上分を CSV ファイルとしてエクスポートが

できること。航海情報の出力項目は５）の出力項目を満たすものとする。 

 

９）地図表示部にて任意の２点間の方位・距離計測ができること。 

 

１０） また、①日本海と②東シナ海の指定範囲内、指定期間において AIS 情報

を発信した全船舶のデータをデコード済エリア AIS 履歴データ標準フォーマ

ット（CSV 形式ファイル）で提供できること。航海情報の出力項目は５）の

出力項目を満たすものとする。 

 



１１） ①日本海におけるデコード済エリア AIS 履歴データ標準フォーマットの

指定範囲は「北緯３５度～４０度、東経１２９度～１３６度」とすること。 

 

１２） ①日本海におけるデコード済エリア AIS 履歴データ標準フォーマットの

指定期間は「２０２５年１２月１日～２０２６年５月 31 日」とし、日時は全

て日本標準時（JST）基準とすること。 

 

１３） ②東シナ海におけるデコード済エリア AIS 履歴データ標準フォーマット

の指定範囲は「北緯２４度～３４度、東経１２０度～１３０度」とすること。 

 

１４） ②東シナ海におけるデコード済エリア AIS 履歴データ標準フォーマット

の指定期間は「２０２５年６月１日～２０２５年９月３０日」とし、日時は全

て日本標準時（JST）基準とすること。 

 

１５） さらに、準リアルタイムに衛星が取得した全船舶の AIS データを指定範

囲、指定期間に１時間おきに提供できること。指定範囲は図の青枠で囲った東

シナ海、日本海と北西太平洋を含む我が国周辺海域とし、指定期間は２０２６

６月１日～２０２６年１１月３０日とする。航海情報の出力項目は５）の出力

項目を満たすものとする。 

 

１６） 本業務において、適切に業務を実施できることの証明として以下の制度

等に基づく証明書等の（ア）もしくは（イ）のいずれかを保有していること。 

（ア）適切な情報セキュリティ管理を実施できることの証明として、情報セキ

ュリティマネジメントシステム（ISMS）認証もしくは ISO/IEC 27001 の証明

書。 

（イ）独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が公開する「情報セキュリティ

対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項

目に係る平均値が４に達していることを確認する確認書。 

 

１７） 日本国内の WEB サーバーにてサービスを提供し、AIS 情報を提供する

サーバーのセキュリティ対策を十分かつ適切に講じておくこと。 

 

１８） 本サービスの操作方法については電話、またはメールによるサポート・サ

ービスを、平日の（祝日、および年末年始休業日を除く）９時～１７時（日本

時間）の時間帯で提供できること。また使用言語は日本語が可能であること。 

 



６．そ の 他  詳細については担当職員の指示に従うものとする。 

  



 


